
○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） の 一 部 改 正 案 新 旧 対 照 表 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 、 ゴ シ ッ ク 体 は 必 要 的 諮 問 事 項 ） 

改 正 後 改 正 前 
  

（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 届 出 ） （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 届 出 ） 

第 二 十 三 条 の 九 の 三 法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 接 続 約 款 を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す る 者

は 、 そ の 実 施 の 日 の 七 日 前 ま で に 、 様 式 第 十 七 の 四 の 届 出 書 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 接 続 約

款 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 接 続 約 款 の 新 旧 対 照 ） 並 び に 様 式 第 十 七 の 四 の 二 か ら 第 十 七 の 四 の 七 ま

で 及 び 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 様 式 の 接 続 料 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 し 当 該 第 二

種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 取 得 す べ き 金 額 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 第 二 十 三

条 の 九 の 五 に お い て 同 じ 。 ） の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 を 記 載 し た 書 類 そ の 他 必 要 な 書 類 を 添 え

て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 に 掲 記 さ れ る 科 目 そ の 他 の 事 項 の 金 額 及

び 数 値 は 、 接 続 料 の 算 出 に 十 分 な 精 度 を 確 保 で き る 場 合 に 限 り 、 端 数 処 理 を 行 つ て 表 示 す る こ と が

で き る 。 

第 二 十 三 条 の 九 の 三 法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 、 接 続 約 款 を 定 め 、 又 は 変 更 し よ う と す る 者

は 、 そ の 実 施 の 日 の 七 日 前 ま で に 、 様 式 第 十 七 の 四 の 届 出 書 に 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 接 続 約

款 （ 変 更 の 届 出 の 場 合 は 、 接 続 約 款 の 新 旧 対 照 ） 並 び に 様 式 第 十 七 の 四 の 二 か ら 第 十 七 の 四 の 七 ま

で 及 び 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 様 式 の 接 続 料 の 算 出 の 根 拠 に 関 す る 説 明 を 記 載 し た 書 類 そ の 他 必 要

な 書 類 を 添 え て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 書 類 に 掲 記 さ れ る 科 目 そ の 他 の

事 項 の 金 額 及 び 数 値 は 、 接 続 料 の 算 出 に 十 分 な 精 度 を 確 保 で き る 場 合 に 限 り 、 端 数 処 理 を 行 つ て 表

示 す る こ と が で き る 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 接 続 す る 電 気 通 信 設 備 の 機 能 に 係 る 取 得 す べ き 金 額 （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関

し 、 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 に 電 気 通 信 設 備 を 接 続 す る 他 の 電 気 通 信 事 業 者 （ 次 号 、 次 条 第 二 号

及 び 第 二 十 三 条 の 九 の 五 第 一 項 に お い て 「 他 事 業 者 」 と い う 。 ） の 請 求 に 応 じ 個 別 に 開 発 す る 機

能 に 係 る も の 又 は 機 能 の 開 発 に 要 し た 費 用 を 当 該 機 能 を 利 用 す る 他 事 業 者 の 数 等 で 案 分 す る こ と

に よ り 変 動 す る も の に あ つ て は 、 そ の 公 正 妥 当 な 算 定 方 法 （ 案 分 方 法 を 含 む 。 ）) 

 

三 接 続 す る 電 気 通 信 設 備 の 機 能 に 係 る 取 得 す べ き 金 額 

四 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 及 び 他 事 業 者 の 責 任 に 関 す る 事 項 四 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 及 び 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 に 電 気 通 信

設 備 を 接 続 す る 他 の 電 気 通 信 事 業 者 （ 次 条 第 二 号 及 び 第 二 十 三 条 の 九 の 五 第 一 項 に お い て 「 他 事

業 者 」 と い う 。 ） の 責 任 に 関 す る 事 項 

［ 五 略 ］ ［ 五 同 上 ］ 

（ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 を 円 滑 に 行 う た め に 必 要 な 事 項 ） （ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 を 円 滑 に 行 う た め に 必 要 な 事 項 ） 

第 二 十 三 条 の 九 の 五 法 第 三 十 四 条 第 三 項 第 一 号 ホ の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 第 二 十 三 条 の 九 の 五 法 第 三 十 四 条 第 三 項 第 一 号 ホ の 総 務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 次 の と お り と す る 。 

［ 一 ・ 二 略 ］ ［ 一 ・ 二 同 上 ］ 

三 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 、 他 事 業 者 に よ る 電 気 通 信 役 務 （ 当 該 第

二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と 接 続 す る 当 該 他 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る も の に 限 る 。

第 三 号 の 二 及 び 第 三 号 の 三 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 に 用 い ら れ る 、 電 気 通 信 役 務 の 利 用 の 開

始 、 変 更 及 び 廃 止 並 び に こ れ ら に 関 す る 情 報 の 管 理 を 行 う た め の シ ス テ ム （ 以 下 こ の 条 及 び 第 二

三 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 他 事 業 者 に よ る 電 気 通 信 役 務 （ 当 該 第 二

種 指 定 電 気 通 信 設 備 と 接 続 す る 当 該 他 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 を 用 い て 提 供 さ れ る も の に 限 る 。

次 号 及 び 第 五 号 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 に 用 い ら れ る 、 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る そ の 一

端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 に 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 に 関 す る 情 報 の 管 理 等 を 行 う シ ス テ ム 若 し く は

別
添

１
 



十 五 条 の 七 に お い て 「 役 務 利 用 管 理 シ ス テ ム 」 と い う 。 ） 若 し く は Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド （ 電 気 通 信 事

業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 条 に 規 定 す る Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド を い う 。 以 下

こ の 条 及 び 第 二 十 五 条 の 七 に お い て 同 じ 。 ） の 提 供 又 は 特 定 移 動 端 末 設 備 と 当 該 第 二 種 指 定 電

気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 試 験 を 行 う 場 合 に お け る 手 続 

Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド （ 電 気 通 信 事 業 報 告 規 則 （ 昭 和 六 十 三 年 郵 政 省 令 第 四 十 六 号 ） 第 十 条 に 規 定 す る Ｓ

Ｉ Ｍ カ ー ド を い う 。 ） の 提 供 又 は 特 定 移 動 端 末 設 備 と 当 該 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関

す る 試 験 を 行 う 場 合 に お け る 手 続 

三 の 二 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 提 供 す る 、 他 事 業 者 に よ る 電 気 通

信 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 標 準 的 な 役 務 利 用 管 理 シ ス テ ム の 機 能 及 び 当 該 役 務 利 用 管 理 シ ス テ

ム に 関 し て 、 他 事 業 者 が 負 担 す べ き 能 率 的 な 経 営 の 下 に お け る 適 正 な 原 価 に 適 正 な 利 潤 を 加 え

た 金 額 に 照 ら し 公 正 妥 当 な も の 

［ 新 設 ］ 

三 の 三 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 提 供 す る 他 事 業 者 に よ る 電 気 通 信

役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る Ｓ Ｉ Ｍ カ ー ド の 種 類 及 び 機 能 

［ 新 設 ］ 

四 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 工 事 又 は 保 守 そ の 他 第 二 種 指 定 電 気 通 信

設 備 と の 接 続 に 係 る 業 務 を 行 う 場 合 に 、 こ れ に 関 し て 他 事 業 者 が 負 担 す べ き 能 率 的 な 経 営 の 下 に

お け る 適 正 な 原 価 に 適 正 な 利 潤 を 加 え た 金 額 に 照 ら し 公 正 妥 当 な も の 

四 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 他 事 業 者 に よ る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に

用 い ら れ る 当 該 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る そ の 一 端 が 特 定 移 動 端 末 設 備 に 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備

に 関 す る 情 報 の 管 理 等 、 工 事 又 は 保 守 そ の 他 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 係 る 業 務 を 行

う 場 合 に 、 こ れ に 関 し て 他 事 業 者 が 負 担 す べ き 能 率 的 な 経 営 の 下 に お け る 適 正 な 原 価 に 適 正 な 利

潤 を 加 え た 金 額 に 照 ら し 公 正 妥 当 な も の （ 接 続 料 の 原 価 及 び 利 潤 の 算 定 方 法 に 準 じ て 計 算 さ れ

る 場 合 に は 、 自 己 資 本 利 益 率 の 値 に つ い て は 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 料 規 則 （ 平 成 二 十 八 年

総 務 省 令 第 三 十 一 号 ） 第 九 条 第 三 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 ） 

五 ふ く そ う 、 事 故 等 に よ り 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の

提 供 に 生 じ た 支 障 に つ い て 、 そ の 影 響 を 受 け る お そ れ の あ る 他 事 業 者 へ の 通 知 及 び そ の 利 用 者

に 対 す る 説 明 そ の 他 の 当 該 電 気 通 信 事 業 者 及 び 他 事 業 者 が 負 う べ き 責 任 に 関 す る 事 項 

五 ふ く そ う 、 事 故 等 に よ り 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の

提 供 に 生 じ た 支 障 の 影 響 を 受 け る お そ れ の あ る 他 事 業 者 の 利 用 者 に 対 す る 説 明 そ の 他 の 当 該 電 気

通 信 事 業 者 及 び 他 事 業 者 が そ の 利 用 者 に 対 し て 負 う べ き 責 任 に 関 す る 事 項 

［ 六 ～ 十 略 ］ ［ 六 ～ 十 同 上 ］ 

［ ２ 略 ］ ［ ２ 同 上 ］ 
  

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 

附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２ 第 二 種 指 定 電 気 通 信 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 （ 以 下 「 二 種 指 定 設 備 設 置 事 業 者 」 と い う 。 ） は 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 電 気 通 信 事 業 法 第

三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 て い る 接 続 約 款 に つ い て 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 以 下 「 新 施 行 規 則 」 と い う 。 ） の

規 定 に 合 致 さ せ る た め 、 こ の 省 令 の 施 行 の 日 か ら 三 月 以 内 に 同 項 の 規 定 に 基 づ く 変 更 の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 。 

３ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 届 け 出 て い る 接 続 約 款 は 、 前 項 の 変 更 届 出 が あ る ま で の 間 は 、 新 施 行 規 則



の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 
４ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 八 条 の 二 の 規 定 に よ り 届 け 出 て い る 二 種 指 定 設 備 設 置 事 業 者 は 、 同 条 の 規 定 に 基 づ き 、 新 施 行 規 則

第 二 十 五 条 の 七 第 五 号 に 定 め る 事 項 を 新 施 行 規 則 の 施 行 後 遅 滞 な く 総 務 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 こ の 省 令 の 施 行 の 際 、 新 施 行 規 則

第 二 十 五 条 の 七 第 五 号 に 定 め る 事 項 を 総 務 大 臣 に 届 け 出 て い る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。



 


